
報告第１２号  

 

   専決処分の報告について 

 

 秦野市個人情報保護条例の一部を改正する条例について、別紙のとおり専決

処分したので、地方自治法第１８０条第２項の規定により報告する。 

 

  令和３年９月７日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  





秦野市条例第２４号  

 

秦野市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

 秦野市個人情報保護条例（平成１７年秦野市条例第１５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第２条第１号ア中「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５８号）第２条第３項」を「個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号）第２条第２項」に改める。 

 第３条第１項中「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 

（平成１５年法律第５９号）第２条第１項」を「個人情報の保護に関する法律

第２条第９項」に改める。 

 第３２条の２中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「番号法第１９条第７

号」を「番号法第１９条第８号」に、「同条第８号」を「同条第９号」に改め

る。 

 

   附 則 

 この条例は、令和３年９月１日から施行する。ただし、第２条及び第３条の

改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律 

（令和３年法律第３７号）附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日から施行

する。 
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報告第１２号  秦野市個人情報保護条例の一部を改正する条例新旧対照表 

新 旧 

 （定義）  （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれの各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれの各号に定めるところによる。 

 (1) 個人情報 個人に関する情報（個人が営む事業に関して記

録された情報に含まれるその個人に関する情報及び法人その

他の団体に関して記録された情報に含まれるその法人その他

の団体の役員に関する情報（これらの情報のうち、特定個人

情報に該当するものを除く。）を除く。）で、次のいずれか

に該当するものをいう。 

 (1) 個人情報 個人に関する情報（個人が営む事業に関して記

録された情報に含まれるその個人に関する情報及び法人その

他の団体に関して記録された情報に含まれるその法人その他

の団体の役員に関する情報（これらの情報のうち、特定個人

情報に該当するものを除く。）を除く。）で、次のいずれか

に該当するものをいう。 

ア その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文

書、図画若しくは電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録をいう。以下同じ。）に記載され、若しくは記

録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一

切の事項（個人識別符号（個人情報の保護に関する法律 

（平成１５年法律第５７号）第２条第２項に規定する個人

識別符号をいう。以下同じ。）を除く。）をいう。）によ

り特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照

合することができ、それにより特定の個人を識別すること

ア その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文

書、図画若しくは電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られる記録をいう。以下同じ。）に記載され、若しくは記

録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一

切の事項（個人識別符号（行政機関の保有する個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５８号）第２条第３

項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。）を除 

く。）をいう。）により特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と照合することができ、それにより特定
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ができることとなるものを含む。） の個人を識別することができることとなるものを含む。） 

  イ （略）   イ （略） 

(2)－(11) （略）  (2)－(11) （略） 

 （実施機関及びその職員の責務）  （実施機関及びその職員の責務） 

第３条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、あらゆる

施策を通じて個人情報の保護に取り組むことの重要性を認識 

し、個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護の重要

性について市民及び事業者（事業を営む法人その他の団体 

（国、独立行政法人等（個人情報の保護に関する法律第２条第

９項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）、地方公

共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」とい 

う。）又は事業を営む個人をいう。以下同じ。）の意識啓発に

努めなければならない。 

第３条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、あらゆる

施策を通じて個人情報の保護に取り組むことの重要性を認識 

し、個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護の重要

性について市民及び事業者（事業を営む法人その他の団体 

（国、独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第２条第１項に

規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）、地方公共団体

及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。）又は

事業を営む個人をいう。以下同じ。）の意識啓発に努めなけれ

ばならない。 

２ （略） ２ （略） 

 （情報提供等記録の提供先への通知） （情報提供等記録の提供先への通知） 

第３２条の２ 実施機関は、訂正決定による情報提供等記録の訂

正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内

閣総理大臣及び番号法第１９条第８号に規定する情報照会者若

しくは情報提供者又は同条第９号に規定する条例事務関係情報

照会者若しくは条例事務関係情報提供者（その訂正に係る情報

提供等記録に記録された者であって、その実施機関以外のもの

第３２条の２ 実施機関は、訂正決定による情報提供等記録の訂

正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総

務大臣及び番号法第１９条第７号に規定する情報照会者若しく

は情報提供者又は同条第８号に規定する条例事務関係情報照会

者若しくは条例事務関係情報提供者（その訂正に係る情報提供

等記録に記録された者であって、その実施機関以外のものに限
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に限る。）に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するも

のとする。 

る。）に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものと

する。 

  

  

   附 則  

 この条例は、令和３年９月１日から施行する。ただし、第２条

及び第３条の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律（令和３年法律第３７号）附則第１条第

４号に掲げる規定の施行の日から施行する。 

 

  

 


